
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに

要する費用の額の算定に関する基準」に係る留意事項について ～精神障害者関係～

当該資料は、支援費制度における「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う留意事項について（平成15年3月24日付け障発第0324001号 」に基づき、主要なものを）

抜粋して当方が作成したものであり、今後、変更となる可能性があるので、十分留意されたい。

１ 通 則

(1) 費用の額の算定（１人当たり）

費用の額は、次により算定する。

① 指定障害福祉サービス

ⅰ 居宅介護

所定単位数 ×10円＋（夜間・早朝又は深夜にあっては加算あり ）。

利用者負担上限額管理加算150単位／月 ×10円（管理を行った場合に限る ）。

ⅱ 行動援護

所定単位数×10円＋利用者負担上限額管理加算150単位／月 ×10円（管理を行った場合に限る ）。

ⅲ 短期入所

所定単位数 ×10円＋（３月間の利用者数の平均が利用定員数を上回る場合は減算あり ）。

低所得利用者食事提供加算68単位／日（ ）×日数×10円＋食事を提供した場合に限る。

送迎加算184単位／片道（ ）×送迎回数×10円送迎を行った場合に限る。

ⅳ 外出介護

所定単位数 ×10円＋（夜間・早朝又は深夜にあっては加算あり ）。

利用者負担上限額管理加算150単位／月 ×10円（管理を行った場合に限る ）。

ⅴ 共同生活援助

所定単位数×10円

② 基準該当障害福祉サービス

ⅰ 居宅介護

所定単位数 ×8.5円（夜間・早朝又は深夜にあっては加算あり ）。

ⅱ 行動援護

所定単位数×8.5円

ⅲ 外出介護

所定単位数 ×8.5円（夜間・早朝又は深夜にあっては加算あり ）。

ⅳ 共同生活援助

所定単位数×10円

(2) 算定後の端数処理

算定後の額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てて計算する。

２ 居宅介護サービス費

(1) 居宅介護サービス費の算定

（ 「 」 。） 、指定居宅介護又は基準該当居宅介護 以下 指定居宅介護等 という の提供に当たっては



居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。

事業者は、この計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位として決定されることを踏ま

え、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当

該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに

留意する必要がある。

なお、当初の計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない

場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要である。

(2) 身体介護、乗・降車介助又は家事援助を提供できる者

精神障害者に対して、身体介護、乗・降車の介助又は家事援助を提供できる者は、次の者とす

る。

① 介護福祉士

② 今後行われる居宅介護従事者養成研修（１級、２級又は３級）の課程を修了し、修了証明書

の交付を受けた者

③ H18.3.31において現に居宅介護従事者養成研修（１級、２級又は３級）の課程に相当するも

のとして都道県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が認める研修の課程を修了し、修了証

明書の交付を受けた者

④ H18.3.31において現に居宅介護従事者養成研修（１級、２級又は３級）の課程に相当するも

のとして都道県知事が認める研修を受講中の者であって、H18.4.1以降に当該研修の課程を修

了し、修了証明書の交付を受けた者

⑤ 介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者

⑥ H18.3.31において現に身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅

介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有する

と認める旨の証明書の交付を受けた者

(3) 同時に２人の居宅介護従業者が１人の利用者に対して指定居宅介護等を行える要件

２人の居宅介護従業者により居宅介護を行うことについて、利用者の同意を得ている場合であ

って、次のいずれかに該当する場合とする。

① 障害者等の身体的理由により、１人の居宅介護従業者による介護が困難と認められる場合

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

③ その他障害者等の状況等から判断して、上記①又は②に準ずると認められる場合

３ 行動援護サービス費

(1) 行動援護サービス費の算定

上記２(1)と同じ。

(2) 行動援護を提供できる者

精神障害者に対して、行動援護を提供できる者は、次の者であって、精神障害者の福祉に関す

る事業（直接処遇に限る ）に２年以上従事した経験を有する者とする。。

① 介護福祉士

② 今後行われる居宅介護従事者養成研修（１級又は２級）の課程を修了し、修了証明書の交付

を受けた者

③ H18.3.31において現に居宅介護従事者養成研修（１級又は２級）の課程に相当するものとし



て都道県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が認める研修の課程を修了し、修了証明書の

交付を受けた者

④ H18.3.31において現に居宅介護従事者養成研修（１級又は２級）の課程に相当するものとし

て都道県知事が認める研修を受講中の者であって、H18.4.1以降に当該研修の課程を修了し、

修了証明書の交付を受けた者

⑤ 介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者

⑥ H18.3.31において現に身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅

介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有する

と認める旨の証明書の交付を受けた者

(3) 同時に２人の行動援護従業者が１人の利用者に対して指定行動援護又は基準該当行動援護を行

える要件

上記２(3)と同じ。

４ 短期入所サービス費

(1) 入所日数の数え方

短期入所の日数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。

(2) 低所得利用者食事提供加算の取扱い

低所得利用者食事提供加算を行う場合、利用者からは食材料費に相当する額を徴収する。

(3) 送迎加算の取扱い

送迎加算の算定するにあたり、当該事業所の最終的責任の下で他の民間事業者等に委託しても

差し支えない。

５ 外出介護サービス費

(1) 外出介護サービス費の算定

上記２(1)と同じ。

(2) 身体介護を伴う場合と伴わない場合の判断

身体介護を伴う場合とは、外出介護を行う際に実際に身体介護を行ったか否かではなく、当該

支給決定障害者の日常生活において身体介護が必要な者であって、外出介護のサービス提供時に

も当然に身体介護サービスを提供することが想定されるかどうかによってそれぞれの実施主体が

判断するものである。

(3) 外出介護を提供できる者

精神障害者に対して、外出介護を提供できる者は、上記２(2)と同じ。

(4) 同時に２人の外出介護従業者が１人の利用者に対して指定外出介護又は基準該当外出介護を行

える要件

上記２(3)と同じ。

６ 共同生活援助サービス費

共同生活援助の日数については、入居した日及び退居した日の両方を含むものとする。














